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評価結果報告 

 

1. ２０２２年度中小企業活性化協議会事業の評価・報告にあたり(序論) 

 

本事業は、経営環境の悪化しつつある中小企業者に対し、多種多様で、事業内容や課題も

地域性が強いという中小企業者の特性を踏まえ、各地域の関係機関や専門家等が連携して、

きめ細かに中小企業者が取り組む事業再生を支援することにより、地域経済において大き

な役割を果たす中小企業者の活力の再生を図ることを目的とするものである。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により経済に大きな影響が出る状況（以下「コロナ

禍」という。）の中、中小企業活性化協議会1 (以下「協議会」という。)においては、２０２

０年 4 月 1 日から新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール支援2(以下「特例リスケ支

援」という。)を開始し、資金繰りに悩む中小企業者への支援を行ってきた。 

他方で、増大する債務に苦しむ中小企業者も増えており、長期にわたり中小企業の事業再

生を支援してきた協議会に対する社会の期待が高まる中、これまで以上に「中小企業の駆け

込み寺」としての協議会の機能を強化し、収益力改善・経営改善、事業再生、再チャレンジ

等の各支援段階に応じ、コロナ禍において資金繰りに悩む中小企業者に寄り添っていく必

要がある。 

また、協議会への相談件数は、コロナ禍前を大きく上回る水準で推移しており、ポストコ

ロナを見据えた際、支援が必要な全ての中小企業者を協議会だけで支援することは困難で

ある。こうした状況を踏まえ、金融機関団体等により、「中小企業の事業再生等に関するガ

イドライン（２０２２年３月４日公表、４月 15 日適用開始。以下「中小版 GL」という。）

が策定され、中小企業の事業再生・廃業を巡る環境は、民間支援専門家の活用等、大きな変

化が見られる。また、コロナ禍で苦しむ中小企業者の収益力改善・事業再生・再チャレンジ

に向けた総合的な支援策として、政府により「中小企業活性化パッケージ」（２０２２年３

月４日公表、以下「活性化パッケージ」という。）が策定されたところである。 

活性化パッケージで、金融機関、民間支援専門家、各種支援機関が連携し、苦しむ中小企

業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを地域全体で推進する体制の構築が求められてい

 

1 中小企業再生支援協議会事業は、国が産業競争力強化法第１３４条の規定に基づき、中小企業再生支援

業務を行う者として認定した「認定支援機関」に委託し、認定支援機関が同機関内に「支援業務部門」を

設置して実施している。本報告書では、この「支援業務部門」を「協議会」という。なお、２０２２年３

月４日に「中小企業活性化パッケージ」が公表され、中小企業再生支援協議会は、経営改善支援センター

と統合し、中小企業者の収益力改善、事業再生、再チャレンジを一元的に支援する「中小企業活性化協議

会」が設置された。この協議会とは、支援業務部門及び協議会事務局の呼称である。 

2 「新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール実施要領」に基づき、事業改善の可能性の検討を待た

ず、最大 1 年間の特例リスケ要請と資金繰り計画の策定を支援する事業。本事業は２０２１年度をもって

終了している。 
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ることを踏まえると、協議会には、これらの民間における支援とともに、「地域における支

援の最大化」を目指すことが期待されている。 

また「活性化パッケージ」の支援策を更に加速するため、政府により「中小企業活性化パ

ッケージ NEXT」（２０２２年 9 月 8 日公表）が策定され、飲食業・宿泊業支援専門窓口の

設置、信用保証協会と協議会による連携協定の締結、サテライトでの相談対応などの実行に

より、協議会の機能が強化されたところである。 

今後協議会では、特例リスケ支援を行った中小企業者を含め、コロナ禍からの出口支援を

強く意識して臨んでいく必要があり、２０２２年度においては、以下のポイントを重視して

取り組んだ。 

 

（１）収益力改善・経営改善、事業再生、再チャレンジを一元的に支援する「中小企業活性

化協議会」の体制構築 

（２）「中小企業の駆け込み寺」機能の強化 

（３）真に事業者のためになる支援の実施 

（４）民間支援専門家、関係支援機関との実効的な連携を通じた地域における支援の最大化 

 

以上のポイントをもとに各協議会による２０２２年度の事業が実施された。その取組結

果について、評価・報告等を次項以降において行う。 

 

2. ２０２２年度中小企業活性化協議会事業の成果概要 

 

２０２２年度の事業は「２０２２年度中小企業再生支援事業の事業方針」(以下「事業方

針」という。)に基づき実施した。事業方針の主な内容は、以下のとおりである。 

 

（１）収益力改善・経営改善、事業再生、再チャレンジを一元的に支援する「中小企業活性

化協議会」の体制構築 

・「活性化パッケージ」に基づき、公的機関による中小企業・小規模事業者の事業再生を

担ってきた中小企業再生支援協議会と民間の専門家による中小企業・小規模事業者の

経営改善を担ってきた経営改善支援センターを、２０２２年 4 月から、中小企業活性

化協議会として統合する。これにより、収益力改善・経営改善、事業再生、再チャレン

ジ等あらゆるフェーズでの支援を可能とする体制を構築する。 

・協議会においては、「地域全体での収益力改善・経営改善、事業再生、再チャレンジの

最大化」を追求するため、①「中小企業の駆け込み寺」として、幅広く中小企業者の相

談に対応し、②協議会自身においてあらゆるフェーズの中小企業者への支援と民間支

援専門家の育成を実施し、③各フェーズでの民間による支援を促進すべく民間支援専

門家の活用を普及啓発する。 
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（２）「中小企業の駆け込み寺」機能の強化 

・コロナ禍の長期化により影響を受けた中小企業者を幅広く支援するために、これまで

以上に、中小企業者が相談しやすい協議会を目指し、更なる窓口相談対応件数の増加を

目指す。それと同時に、「中小企業の駆け込み寺」としての機能の最大化を果たすため、

金融機関や支援専門家からの事前相談を受ける取組を強化する。 

・金融機関との関係を活かし、主体的に案件を掘り起こしていく他、特に金融機関への相

談をためらう企業に対し、早期の相談を促すため、中小企業者に対して、協議会に直接

相談を持ち込めるように積極的に働きかけを実施していく。また、再チャレンジ支援を

念頭におきながら、今までアプローチできなかった層に対しても一歩踏み込んだ案件

の掘り起しを行い、中小企業者からの直接相談を増やしていく。 

（３）真に事業者のためになる支援の実施 

・公正中立な立場を基本とし、事業者目線を意識して、真に事業者のためになる支援を行

うことを基本とする。 

・コロナ禍長期化の影響により、さらに複雑化・高度化する案件に対応しつつ、幅広いフ

ェーズの事業者を支援するため、人員増強等の体制強化を図り、真に事業者のためにな

る支援のあり方を創意工夫し、スピード感を持って支援を行う。 

① 収益力改善・経営改善フェーズでの支援 

・特例リスケ支援（事業継続アクションプランを含む。）は、中小企業者・金融機関から

高い評価を受けた。これにより、協議会は、以下の役割、機能があると考えている。 

・協議会は、長年の実績により、金融機関と中小企業者の対話のための橋渡し（金融機

関調整）に長けた組織であり、その機能は再生計画策定支援以外にも必要とされてい

ること。 

・協議会は、長年の経験により、収益力の改善に向けたアクションプラン策定の助言能

力を持っていること。 

・今後も中小企業者に対し、前述した協議会の機能や能力を提供するために、２０２２

年度からは、「緊急的な、延命のための支援」という位置づけの特例リスケ支援を収益

力改善支援にシフトさせ「事業継続アクションプラン」を中心とした支援策を開始す

る。これにより、コロナ禍に限らず、有事に移行しそうなフェーズの中小企業者への

支援も実施していく。 

・税理士、中小企業診断士等の認定経営革新等支援機関による経営改善計画及び早期経

営改善計画の策定支援及び伴走支援に当たり、協議会が、前述の支援にあたっての着

眼点を中小企業・小規模事業者、認定経営革新等支援機関等に説明し、当該着眼点の

実施状況を確認する等の「助言支援」を行う。これにより、経営改善計画等の質の向

上を促す。 

・協議会は、地域における支援の最大化を図るため、経営改善計画策定支援事業を有効

に活用するとともに、認定経営革新等支援機関の発掘、育成に取り組む。 
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② 再生支援フェーズでの支援 

・これまで暫定リスケ計画は再生計画の一つとして策定支援がなされてきた。中小版 GL

において、再生計画の内容が示されたことを踏まえ、暫定リスケ計画は、本格的な再

生支援や再チャレンジ支援の準備のための計画であるという位置づけを明確化するた

め、「プレ再生支援」と名称変更し、経営改善支援として取り組む。 

・コロナ禍からの出口を踏まえ、増大する債務に苦しむ事業者に対しては、可能な限り

抜本再生や債務超過を解消する計画策定支援を行う。特に、事業の棄損度合いの大き

い案件の増加を背景に、抜本再生の中心となっているスポンサー支援による事業再生

にも積極的に取り組む。また、中小版 GL が策定され、再生支援は民間においても実

施されていくことに鑑み、協議会は、地域における再生支援の最大化に向け、事業者

の相談内容や希望も踏まえ、第三者支援専門家を紹介するなど、各地域における新ガ

イドラインの浸透・定着に努める。 

・２０２２年度の協議会は、特例リスケ支援を行った中小企業者を含め、コロナ禍から

の出口支援を強く意識する必要があり、２０２１年度と同様に重要な課題である。プ

レ再生支援や再生支援への移行を始めとして、経営改善計画策定支援事業等の利用も

視野に入れ、さらには、事業再生が極めて困難な場合であっても再チャレンジ支援を

円滑に実施するなど、一貫した支援の実現を目指す。 

・さらに、再生を着実に進捗させていくために、特例リスケ支援実施後やプレ再生支援

実施後、再生支援実行段階においてより質の高いモニタリングを実施する。案件毎の

課題に応じて、協議会としても現状の確認にとどまらず、積極的に金融機関の関与を

促し、事業者と金融機関の問題意識を高め、主体的に取り組むことで計画の実行性を

高める。 

③ 再チャレンジフェーズでの支援 

・中小版 GL において廃業型私的整理手続が新設されたことを踏まえ、より事業者に利

用されやすいよう、これまで協議会が行ってきた再チャレンジ支援の具体的な内容を

実施基本要領に記載、再チャレンジ支援の類型を整理し、中小版 GL に基づく廃業型私

的整理手続をサポートする支援を加え、これまで再チャレンジ支援に含めてこなかっ

た、廃業目的の相談にも対応するとともに、廃業確定後の経営者の経営者保証ガイドラ

イン単独型に向けた支援を経営者の再チャレンジ支援に位置付けることで、事業者か

ら見てわかりやすいものにし、一層の利用促進を図っていく。 

（４）民間支援専門家、関係支援機関との実効的な連携を通じた地域における支援の最大化 

・協議会による支援に加え、民間支援専門家を活用することで円滑な収益力改善、事業

再生、再チャレンジが可能と見込まれる場合には、事業者の希望も踏まえ、中小版 GL

や民間支援専門家である認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業等

を活用して支援を行う。 

・事業承継・引継ぎ支援センターにおける相談案件のうち、相応の経営改善・事業再生
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が必要な案件を協議会が確実に支援するため、引き続き、事業承継・引継ぎ支援セン

ターと緊密に連携を行う。また、連携が進まない地域が存在していることを考慮し、

更なる連携のあり方を検討していくなど必要な対応を実施し、事業再生と事業承継の

一体的な支援を強化していく。 

・中小企業者の課題に応じた適切な支援機関の紹介機能を有するよろず支援拠点におけ

る相談案件のうち、相応の経営改善・事業再生が必要な中小企業者については、協議

会による支援が行き届くよう、よろず支援拠点との相互連携に引き続き積極的に取り

組む。 

・年金事務所、税務署、都道府県税事務所には再チャレンジ支援を含めた再生支援が必

要な層が多く相談にきており、これらの中小企業者に対する再生支援は、公租公課の

滞納解消にも寄与することから、積極的な連携を実施していく。 

・中小企業者の収益力改善・事業再生・再チャレンジ支援を行う人材を中長期的に地域

で確保していくため、２０２２年度より、地域金融機関の若手職員を受け入れる「ト

レーニー制度」を創設する。各地の協議会が有する事業再生のノウハウを地域に還元

し、再生支援人材の育成や再生支援人材のネットワーク構築に向けて取り組む。 

・経営改善計画策定支援事業及び早期経営改善計画策定支援事業について、協議会が、

利用申請時、計画策定時、モニタリング実施時等において、経営改善計画の策定及び

計画を踏まえた事業実施状況のモニタリングのための着眼点を説明する「助言支援」

の取組を実施する。これにより、経営改善計画等の質の向上と、民間支援専門家の育

成に取り組む。 

 

以上の事業方針の主な内容に基づいた取組を重点的に行った。その事業成果概要は以下

のとおりである。 
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（１）窓口相談（一次対応）・事前相談件数について 

２０２２年度の窓口相談対応件数の実績は６，４０９件と前年度比２，１６５件の増加と

なった。これは２０１２年度から２０１４年度にかけての中小企業金融円滑化法の最終延

長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージ3（いわゆる「政策パッケージ」）

の期間、２０２０年度から２０２１年度にかけてのコロナ禍に対応した特例リスケ支援の

期間における相談件数を上回る、過去最高の実績となっている。コロナ禍の長期化影響が深

刻であることが窺える状況となっているとともに、コロナ融資の据置期間の経過、原油原材

料等高騰による影響など、収益の確保や資金繰りの安定に対する懸念から相談件数が高水

準に推移したものと想定される。それと同時に２０２２年度については、「中小企業の駆け

込み寺」としての機能の最大化を果たすため、金融機関や支援専門家からの事前相談への取

組を強化することとしたが、こちらも３，３９３件と高水準の相談実績となっており、協議

会が「中小企業の駆け込み寺」としての相談窓口機能を十分に発揮できたものと考えられる。 

 

 

 

  

 

3 ２０１２年 4 月 20 日付で中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえ、内閣府・金融庁・中小企業庁よ

り公表。概要は、金融機関によるコンサルティング機能の一層の発揮、企業再生支援機構及び中小企業再

生支援協議会の機能及び連携の強化、その他経営改善・事業再生支援の環境整備。 
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（２）相談経路別の状況について 

協議会では、金融機関との関係を活かし、主体的に案件を掘り起こしていく他、特に金融

機関への相談をためらう中小企業者に対し、早期の相談を促すため、直接相談を持ち込める

ように積極的に働きかけを実施しているところである。また、収益力改善支援や再チャレン

ジ支援を念頭におきながら、今までアプローチできなかった層に対しても一歩踏み込んだ

案件の掘り起しのため、積極的な広報活動を行うなど、中小企業者からの直接相談を増やし

ていく取組も実施している。 

２０２２年度においても、これら一連の取組の結果、企業直接相談の割合が４７．４%と

金融機関経由の相談の割合４２．９%を上回る結果となり、前年度に引き続き、「中小企業

の駆け込み寺」としての幅広い相談を受けようとする協議会の役割が発揮できた 1 年であ

ったと評価できる。 

また、企業直接相談、金融機関経由以外の相談経路を「その他」として集計しているが、

２０２２年度においては、６２３件と前年度比４０６件の増加となっている。これは事業承

継・引継ぎ支援センター、よろず支援拠点等の関係支援機関や弁護士、税理士等の民間支援

専門家、商工会議所・商工会等、各支援機関との連携強化などの取組の結果として増加した

ものであり、「地域における支援の最大化」を目指した、裾野を拡げる取組が奏功したもの

と考えられる。 

コロナ禍からの出口を踏まえ、ゼロゼロ融資先への支援を行き届かせるためには、これま

で一部の地域にとどまっている信用保証協会による相談持ち込みや相談の働きかけが重要

である。その促進のため、今後、信用保証協会による相談持込み件数も含めた属性別件数の

データ補足方法や、それを活用した促進方策について検討する。 
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（３）支援完了件数について 

協議会においては、「地域全体での収益力改善・経営改善、事業再生、再チャレンジの最

大化」を組織目標として掲げた。これを踏まえ、①収益力改善支援、②プレ再生支援、③再

生支援、④再チャレンジ支援、⑤経営改善及び早期経営改善計画策定支援（協議会が紹介し

た民間支援専門家による支援）を主体とした各支援全体の実績を地域全体での支援完了件

数として集計することとしている。内訳については後述するが、２０２２年度の実績は、３，

９７４件の支援完了件数となっており、今後についても①「中小企業の駆け込み寺」として、

幅広く中小企業者の相談に対応し、②協議会自身においてあらゆるフェーズの中小企業者

への支援と民間支援専門家の育成を実施し、③各フェーズでの民間による支援を促進すべ

く民間支援専門家の活用を普及啓発する、という「地域全体での支援の最大化」への取組を

推進していくものである。 

 

（４）収益力改善支援について 

協議会は２０２２年度から、「緊急的な、延命のための支援」という位置づけの特例リス

ケ支援を、事業継続アクションプランを中心とした収益力改善支援へシフトし、同支援を開

始した。これにより、コロナ禍に限らず、有事に移行する恐れのある中小企業者への金融支

援を伴わない早期の段階での支援も実施していくものである。２０２２年度については１，

６７６件の実績となったが、内訳としては金融支援を伴わないものが３１件、金融支援を伴

うものが１，６４５件となっている。これはコロナ禍の長期化の状況下、多くが特例リスケ

支援の期限を迎えた中小企業者に対しての受け皿として本支援が利用されたことが要因と

して考えられる。本支援は、有事に移行する恐れのある中小企業者への金融支援を伴わない

早期の段階での支援への取組を企図するものであり、今後についてはこの点を踏まえた取

組の強化が必要である。 

 

（５）再生支援について 

２０２２年度の協議会は、特例リスケ支援を行った中小企業者を含め、コロナ禍からの出

口支援を強く意識する必要があり、２０２１年度と同様に重要な課題であった。このため、

本格的な再生計画の策定が困難な中小企業者に対しての再生支援への準備段階としての支

援を、「プレ再生支援」として明確に位置付け、本支援への移行、さらには、これまで推進

してきた再生支援への移行にも積極的に取り組んだ。後述するが、コロナ禍からの出口支援

の実現については、経営改善計画策定支援事業等の利用も視野に入れつつ、事業再生が極め

て困難な場合であっても再チャレンジ支援を円滑に実施するなど、一貫した支援に取り組

むものである。 

再生支援の２０２２年度の完了件数は１，０６７件、前年度比５０件と僅かではあるが増

加となった。内訳としては、プレ再生支援が７３３件、再生支援が３３４件となっている。

これはコロナ禍の長期化影響が深刻な状況の中においても出口支援を強く意識し、協議会
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が事業継続の道筋をつけるための取組に早期に対応した結果と評価できる。この結果、２０

０３年度協議会事業発足以降の再生計画策定支援完了件数は累計１７，６７５件、雇用維持

人数4は累計８０４，５７２人となった。 

  

 

4 特例リスケ支援による完了案件については雇用維持人数に含まれていない。 
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（６）抜本再生支援について 

コロナ禍からの出口支援を踏まえ、増大する債務に苦しむ事業者に対しては、可能な限り

抜本再生や債務超過を解消する計画策定支援を行うこととしている。特に、事業及び財務面

での棄損度合いの大きい案件の増加を背景に、抜本再生においてはスポンサー支援による

事業再生にも積極的に取り組んでいる。 

その結果、抜本案件5の完了件数は、債権放棄案件１１５件、DDS 案件１６件、合計１３

１件となった。これは前年度比６件の増加となっているが、前年度同様にコロナ禍以前の水

準には戻っておらず、コロナ禍の長期化影響を要因として抜本的な再生計画策定に至らな

い状況が続いていたことが考えられる。このことは、再生支援完了件数(１，０６７件)に占

める抜本完了件数の比率が１２．３%と前年度同水準となっていることからも分かる。 

一方で、抜本案件に占める債権放棄案件比率は８７．８%となっており、抜本案件の多く

はより踏み込んだ債権放棄を伴った金融支援が実行され、前年度は僅かな減少があったも

ののその比率は２０１４年度以降、上昇傾向が顕著であり、２０２２年度においても高い水

準となっている。 

DDS については、２０２２年度は１６件と前年度比８件の減少となった。２０１４年度

の１２６件をピークに減少傾向であり、債権放棄案件と比べても依然低位の状況が続いて

いる。 

 

5 抜本案件とは、金融支援として債権放棄、DES、DDS を含む案件をいう。令和２年度実績までは、①

債権放棄、②DES、③DDS の内、複数の金融支援スキームを併用している場合にはそれぞれのスキーム

をカウントして積み上げている。令和３年度以降は、複数の金融支援スキームを併用している場合、上記

①②③の順で、より前者の支援のみをカウントすることにより、抜本支援を受けた企業数を表示してい

る。（例えば、債権放棄と DDS が併用されている場合は債権放棄のみカウント）。 
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（７）債権放棄案件における自主再建・スポンサー支援別推移について 

コロナ禍からの出口支援を踏まえ、増大する債務に苦しむ事業者、特に、事業及び財務面

での棄損度合いの大きい案件の増加を背景に、抜本再生においてはスポンサー支援による

事業再生にも積極的に取組を行ったことは前述のとおりであるが、債権放棄案件において

も、近年、スポンサー支援を伴った案件の増加が顕著となっていることが見てとれる。２０

２２年度においては、債権放棄案件１１５件のうち自主再建が２７件、スポンサー支援が８

８件の実績となっている。年度別の推移を見ても、スポンサー支援の件数と割合は、自主再

建と比較して、全体的には高水準にて推移しており、事業及び財務面の棄損度合いの大きい

中小企業者の案件が増加していることからも、この傾向は今後も継続していくと考えられ

る。スポンサー支援案件増加の背景には、再生支援における金融支援手法の選択において債

権放棄が DDS を上回る状況が続くなど、金融機関の支援企業に対しての踏み込んだ支援が

定着化する一方で、スポンサー支援による安定的な事業継続を目指す再生を志向している

こと等が考えられる。加えて２０２０年度以降においては、コロナ禍により先行きが不透明

な中、自主再建による再生計画の策定が困難であったことも、スポンサー支援案件の増加に

つながったものと推測できる。 

他方、２０２１年度、２０２２年度においては自主再建を目指す案件も増加していること

が見てとれるが、これは、再生ファンド6を利用して金融機関への一括弁済を実現しつつ、

ガバナンス強化やファイナンス支援を受けた上で自主再建を目指す案件も出てきているこ

とが要因となっていると考えられる（自主再建２７件のうち、１７件が再生ファンド利用）。

親族等が主要株主であり、取引先との関係においても、経営者などの人的繋がりによるとこ

ろが大きいという中小企業者の特性も検討しつつ、協議会としては、決してスポンサー支援

ありきではなく、中小企業者にとって最善となるよう自主再建の可能性についても見極め

ていく必要があるものと考える。 

 

6 中小企業基盤整備機構が出資する「中小企業再生ファンド」を意味する。

（https://www.smrj.go.jp/doc/supporter/supportter_fund_investment_03.pdf） 



12 

 

  

40

49

36

48
44

39

30

10

21
27

12

22

41 39

73
79

101

77 79

88

23.1%

31.0%

53.2%

44.8%

62.4%
66.9%

77.1%

88.5%

79.0% 76.5%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

20

40

60

80

100

120

140

自主再建・スポンサー支援別債権放棄案件数

自主再建 スポンサー支援 スポンサー比率



13 

 

（８）関係支援機関との連携について 

２０１８年度以降、協議会事業の重点項目としてよろず支援拠点、経営改善支援センター、

事業承継・引継ぎ支援センターの 3 機関との連携強化を図ってきた。なお、前述のとおり、

経営改善支援センターを、２０２２年 4 月から、協議会として統合し、自らの事業となった

ため、２０２２年度については、よろず支援拠点及び事業承継・引継ぎ支援センターの２機

関（以下「関係支援機関」という。)との連携について報告する。 

２０２２年度に、協議会が関係支援機関から受取した案件数は２０３件と前年度比９２

件の増加、また協議会から関係支援機関への引渡した案件数は３２０件と前年度比１９５

件の増加と、関係支援機関との連携実績はいずれも大きく増加している。 

２０２２年度の事業方針においては、事業承継・引継ぎ支援センターにおける相談案件の

うち、相応の経営改善・事業再生が必要な案件を協議会が確実に支援するため、事業承継・

引継ぎ支援センターと緊密に連携を行うこと、中小企業者の課題に応じた適切な支援機関

の紹介機能を有するよろず支援拠点における相談案件のうち、相応の経営改善・事業再生が

必要な中小企業者については、協議会による支援が行き届くよう、よろず支援拠点との相互

連携に引き続き積極的に取り組む、こととしており、本方針に則り着実に連携強化を図った

結果として評価できるものである。 

一方で、全国的に見てみると、連携が進んでいない地域も存在しているところであり、こ

の状況を考慮し、既に連携が進んでいる地域における取組を参考に、例えば、関係支援機関

のトップによる情報共有のための定例会の開催や関係支援機関同士の勉強会の開催といっ

た更なる連携のあり方を検討し、協議会と関係支援機関との一体的な支援をより強化する

ことで、中小企業者に対して適切な支援への取組を実施していくことが今後の課題である。 
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（注）経営改善支援センターの 2022 年度の数値については、2022 年 4 月から協議会に統

合したため記載がない。 
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（９）再チャレンジ支援について 

協議会では、相談企業への支援段階において事業再生が困難と判断される場合は、事業の

棄損が大きくなる前の事業清算等を企業に促して、経営者の新たな創業や就業を後押しす

るとの趣旨のもとに、２０１８年 9 月より、経済産業局単位で全国８ヵ所の協議会（北海

道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県）に、事業再生や債務整理

の専門的な知見を有する弁護士資格を有した統括責任者補佐を配置（一部の協議会につい

ては全国本部の弁護士資格を有する事業再生プロジェクトマネージャーが担当）して「再チ

ャレンジ支援」を開始し、２０２２年度からは、これに加え各協議会が弁護士資格を有した

統括責任者補佐を採用し、再チャレンジ支援業務を実施している。 

２０２２年度の再チャレンジ支援助言件数は８５４件となっており、これは前年度比６

３０件の増加と大きく件数を伸ばしている。また、業務開始からの累計は１，３４９件の助

言がなされている。コロナ禍の長期化影響もあり、助言実績が増加傾向にあるとともに、再

チャレンジ支援への理解も深まってきたことによるものと考えられる。今後も、事業継続が

困難となった中小事業者に対し破産手続等によらず本支援を利用することにより、従業員

等が円滑に転職できる機会の確保、経営者等にとって当該地域において再度事業を行う等

の再スタートへの取組、取引先の連鎖倒産回避、仮に、破産手続等に至ったとしても、円滑

な廃業を目指したことによって、破産手続等を活用しながら事業譲渡等により事業及び雇

用を維持する可能性の検討、保証人となっている経営者等の個人破産回避等が可能となる

など、再チャレンジ支援は地域経済の発展に資する重要な取組であり、協議会が提供し得る

支援のひとつとして、重要度は増してくるものと考える。 

２０２２年度の事業方針でも、より中小企業者に利用されやすいよう趣旨を明確化して

取組を進めてきたところではあるが、今後、コロナ禍からの出口支援に向けて、再チャレン

ジ支援へのニーズはこれまで以上に増加することが想定され、協議会としても、一層の利用

促進を図っていくことが必要である。 
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（１０）経営者保証ガイドラインに基づく保証債務の整理について 

２０２２年度の経営者保証ガイドラインに基づく保証債務の整理手続き件数（保証人数）

は一体型１６４名、単独型９２名の合計２５６名の保証解除となった。 

債権放棄案件の完了に連動する一体型の保証解除数および保証人のみの保証債務整理を

行う単独型の保証解除数いずれも前年度比増加しており、２０２２年度の重点課題とした

単独型については、過去最多の実績となった。これらの結果、２０２２年度までの累計では、

一体型による保証債務整理数１，２８０件、単独型による保証債務整理数は３４９件となっ

ている。 

これは、協議会事業の重点項目として、前述の再チャレンジ支援の普及及び単独型の取組

強化を積極的に推進してきた結果と評価でき、今後も重要度が増してくることが想定され

ることから、一層の強化を図っていくことが必要である。 
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（１１）経営改善及び早期経営改善計画策定支援7について 

経営改善計画策定支援については、２０２２年度で事業開始後１０年目に入ったが、２０

２２年度の利用申請受付件数8は１，９７８件、前年度比４７１件の増加、累計では２３，

２１２件の実績であった。 

また、早期経営改善計画策定支援については、２０２２年度で事業開始後６年目に入った

が、２０２２年度の利用申請受付件数は２，０５８件、前年度比７３２件の増加、累計では

１６，５８２件の実績であった。 

なお、２０２２年度より経営改善支援センターが統合され、協議会となったことにより、

本支援は、協議会自身の業務と位置付けられており、「量」と「質」両面からの強化が図ら

れているところである。「量」の面では、特例リスケ支援を行った中小企業者を含め、コロ

ナ禍からの出口支援への対応、コロナ融資の返済本格化、原油原材料高による影響等に伴う、

協議会及び民間支援専門家（協議会が紹介した専門家を含む）への支援ニーズの高まりから、

一定の件数増加となったものと考えられる。なお、２０２２年度については、協議会が窓口

相談を受け、本支援に移行した案件は２２５件となっている。 

一方、「質」の向上の面では、２０２２年度より協議会が、本支援にあたっての着眼点を

中小企業・小規模事業者、民間支援専門家等に説明し、当該着眼点の実施状況を確認する等

の「助言支援」を行うこととしている。9２０２２年度については、経営改善計画策定支援

に対して２，４６８件、早期経営改善計画策定支援に対して１，８４９件の助言を実施し、

経営改善計画等の質の向上を促す取組を強化している。 

今後についても協議会は、地域における支援の最大化を図るため、経営改善計画策定支援

事業を有効に活用するとともに、民間支援専門家の発掘、育成に積極的な取組を図っていく

ことが必要である。 

 

 

7 本事業の通称は「プレ 405 事業」であったが、ポストコロナ時代において、中小企業者が本事業を活用

して、資金繰り等を把握することの重要性を鑑み、令和 3 年 4 月から通称を「ポストコロナ持続的発展計

画事業」としている。 

8 ２０２２年度からは、中小版 GL の利用による申請件数８８件を含むが、中小版 GL 枠の申請案件につ

いては助言支援の対象となっていない。 

9 ２０２２年１２月に中小企業庁による中小企業収益力改善支援研究会において「収益力改善支援に関す

る実務指針」が策定され、２０２３年度から同指針に沿った計画策定、助言支援が実施されている。 
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3. ２０２２年度評価方法 

（１）評価方法 

各協議会において、２０２２年度事業計画に対する事業実績（実施状況）について期初（２

０２２年３月）に中小企業庁が提示した「中小企業再生支援協議会事業の評価方針」（以下

「評価方針」という。）に基づき、自己評価を実施した。 

自己評価を全国本部にて集計の上、４者面談（協議会、認定支援機関、経済産業局、全国

本部）を実施した。 

自己評価、面談内容、全国本部内協議、各経済産業局等の意見を踏まえ、全国本部におい

て最終評価を確定している。 

 

（２）評価基準等 

評価は「評価方針」及び「２０２２年度協議会評価基準」に基づき、実施している。2022

年度の「評価方針」は、前年度の「効率化評価」（SM 一人あたりの一次対応件数）や「達成

度評価」（目標件数に対する進捗率）中心の評価から、事前相談対応件数や窓口相談対応件

数等の助言業務にウエイトを設定する「プロセス評価」や地域における計画策定支援完了件

数等の実績による「成果評価」を中心とする評価への見直しを行った。 

評価項目としては、「基礎評価項目」（プロセス評価、成果評価、外部評価、体制評価）と

「加点評価項目」（地域における支援の最大化に対応するための組織体制の強化状況等）に

加え、追加加点項目（トレーニー制度に対する取組、事業再構築補助金・ものづくり補助金

の活用、中小企業再生ファンドの活用）の主要３項目を設けて、その実績に対しての評価を

行った。 

 

（３）評価とその考え方 

評価は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅによる５段階評価で、その基準、考え方は以下のとおりであ

る。 

Ａ  全体として十分な成果を上げており、総合的に高い水準にある 

Ｂ  全体として概ね成果を上げており、総合的に良好な水準にある 

Ｃ  普通にできており、総合的に概ね問題ない水準にある 

Ｄ  不十分な項目も見られ、総合的に期待水準をやや下回っている 

Ｅ  大きな問題が見られ、抜本的な改善策が必要 

（注） 

・ Ａ～Ｅ各評価区分は、絶対評価であり、Ｃ評価以上を合格水準とする。 

・ 合格水準とは、中小企業者からのあらゆる経営相談に、専門家集団として適切に対

応できている協議会という評価。 

・ Ｄ評価以下については、基礎評価項目による実績評価に加え、上記観点を踏まえた

総合評価において合格水準には達しておらず、何らかの改善が必要という評価。 
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・ なお、具体的評価の確定手法としては、各協議会による自己評価を踏まえ、日頃よ

り案件等を通して各協議会の統括責任者や統括責任者補佐と接触している全国本

部の地区担当者並びに４者面談に出席した全国本部の統括及び副統括他担当事業

再生プロジェクトマネージャーによる意見を踏まえ、各経済産業局及び中小企業庁

と意見調整した上で、最終確定している。 

 

4. ２０２２年度評価結果 

 

評価 該当数 前年度比 該当都道府県 

A 評価 1０協議会 △１ 
宮城、群馬、東京、愛知、三重、京都、奈良、 

大阪、兵庫、広島 

B 評価 1５協議会 △３ 

青森、秋田、栃木、埼玉、千葉、静岡、岐阜、 

富山、鳥取、島根、徳島、香川、愛媛、福岡、 

熊本 

C 評価 1７協議会 ＋６ 

北海道、岩手、山形、福島、茨城、神奈川、新潟、

山梨、石川、福井、滋賀、岡山、佐賀、長崎、 

宮崎、鹿児島、沖縄 

D 評価 ５協議会 △２ 長野、和歌山、山口、高知、大分 

E 評価 - - 該当なし 

 

協議会毎の上記評価に至った理由、特徴及び内容等については、巻末に掲載。 
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5. 評価に対する総合コメント 

（１）評価ランクの分布について 

協議会全体では、４２協議会が合格水準と位置付けている C 評価以上となっており、そ

の割合は全体の約８９%となっている。 

前年度比では、A 評価先、B 評価先で 4 協議会減少、D 評価先が２協議会減少し、C 評価

先 6 協議会増加した結果、合格水準と位置付けている C 評価以上先で 2 協議会の増加とな

った。 

上位評価である A 及び B 評価先が減少した結果となっているが、これは２０２２年度、

「中小企業活性化協議会の発足初年度」において重視した、「収益力改善・経営改善、事業

再生、再チャレンジを一元的に支援する中小企業活性化協議会の体制構築」、「中小企業の駆

け込み寺機能の強化」、「真に事業者のためになる支援の実施」、「民間支援専門家、関係支援

機関10との実効的な連携を通じた地域における支援の最大化」、という多岐にわたる主要項

目等に対する取組、支援において、各協議会によって対応に濃淡が見られた年度であったこ

とが主因となっているものと考えられる。 

全体的には、「中小企業活性化協議会の発足初年度」としての取組に対する対応状況にお

いて濃淡及び巧拙があったものと考えられ、このような点については、２０２１年度におい

ても見られた傾向であった。 

前年度比では、総合的に高い水準の A 評価先と総合的に良好な水準の B 評価先へのラン

クアップが５協議会、同評価先からのランクダウンが 9 協議会、また、D 評価先からのラ

ンクアップが４協議会、同評価先へのランクダウンが 2 協議会となっている。また、Ａ評価

先１０協議会のうち、複数年連続して同評価となった先が７協議会、Ｄ評価先５協議会のう

ち、連続して同評価となった先が３協議会という結果となっており、この点から見ても全体

的にとしての取組についての濃淡及び巧拙が、評価結果より見てとれるところである。 

今回 D 評価となった協議会においては、総合的に期待水準を下回っているということで

あり、「地域における支援の最大化」の観点からも地域金融機関、関係支援機関及び地域の

中小事業者より幅広く相談を受けるための一層の取組が必要である。特に、前年度に引き続

き D 評価となった 3 協議会においては、体制面を含めた抜本的な改善への取組が求められ

る。 

 

（２）評価結果について 

２０２２年度の評価に関しては、評価基準に記載したとおり、「基礎評価項目」と「加点

評価項目」に加え、事業方針に基づいた推進項目を「追加加点項目」として評価を行った。

また、その配点は、基礎評価１７５点、加点評価１０点、追加加点評価１５点、計２００点

 

10 ここでの関係支援機関とは「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」の２機関のことを

指す。 
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として算定し、評価をしている。 

２０２２年度に関しては、前年度同様にポストコロナを見据えスタートしたものの、想定

以上にコロナ禍の影響が長期化したこと、さらには、原油原材料等の高騰による影響にて収

益の確保や資金繰りの安定に対する懸念材料が見られたこともあり、「中小企業活性化協議

会の発足初年度」として、多岐にわたる支援への取組やコロナ禍からの出口支援への対応に

ついて、各協議会において濃淡が出たことが、評価結果の差として見られたものと考えられ

る。 

A 評価及び B 評価となった協議会においては、そのような中で、収益力改善・経営改善、

事業再生、再チャレンジを一元的に支援する協議会の体制構築や、「中小企業の駆け込み寺

機能の強化」、「真に事業者のためになる支援の実施」、「民間支援専門家、関係支援機関との

実効的な連携を通じた地域における支援の最大化」、に対する活動にいち早く対応し、幅広

く中小企業者の支援ニーズをくみ取って窓口相談を実施、コロナ禍からの出口支援も意識

しつつ、中小企業者それぞれのフェーズに応じた支援にバランスよく取り組んでいること

が見てとれる。特に A 評価及び B 評価上位となった協議会では、これまでも地域金融機関、

信用保証協会、民間支援専門家、関係支援機関との実効的な連携構築を継続的に図っており、

長年の協議会運営において、地域インフラとしての評価を確立していることがバランスの

取れた実績につながっていると考えられる。 

C 評価となった協議会においては、コロナ禍の長期化等の影響から再生支援完了件数、抜

本案件完了件数、再チャレンジ支援完了件数等の実績が全体的に低調ではあったものの、民

間支援専門家、関係支援機関との連携により、事前相談、窓口相談件数の増加実績をあげた

協議会は多数あるところであり、コロナ禍の長期化等難しい局面において、協議会として、

「中小企業者の駆け込み寺」としての役割や機能を適切に発揮したという点では、十分に評

価できる。前述のとおり、本評価においては C 評価以上を合格水準としているところであ

るが、一方で、窓口相談を受けた中小企業者に対して、フェーズ毎に適切でバランスの取れ

た支援へつないでいく取組という点では、A 評価及び B 評価の協議会と比べてやや劣ると

ころも見受けられ、中小企業者の多様なニーズに対応した支援ができるよう一層の対応力

強化が求められるところである。 

D 評価の協議会については、再生支援完了、抜本案件完了、再チャレンジ支援完了等、各

支援の実績が全体的に低調であっただけでなく、地域金融機関、信用保証協会、民間支援専

門家、関係支援機関との連携体制も確立していない協議会も見られるところであり、コロナ

禍の長期化影響等により増加していると考えられる地域の中小企業者の支援ニーズを適切

にくみ取ることができなかったといえる。協議会として地域インフラとしての評価を得ら

れていないものと考えられ、人員体制面を含めた改善が求められるところである。 

なお、上記を受け、本年度から、D 評価以下の協議会に対しては、原則として、各経済産

業局が、中小企業活性化協議会実施基本要領に基づき、業務改善計画の策定を求めることと

なった。また、協議会が計画に基づき実施する改善の取組状況については、各経済産業局、
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中小企業庁、全国本部でフォローを行っていくこととしている。 

以上 



＜用語・略語＞

ＳＭ ：統括責任者補佐（サブマネージャー）

弁護士ＳＭ ：弁護士資格を有する統括責任者補佐（サブマネージャー）

支援完了件数 ：収益力改善支援、プレ再生支援、再生支援、再チャレンジ支援、
　早期・経営改善計画策定支援（協議会からの移行案件に限る）、
　令和3年度に開始した経過措置案件（特例リスケ等）の支援完了件数の総計

抜本案件 ：金融支援として債権放棄、ＤＥＳ、ＤＤＳを含む案件

移行案件 ：協議会が窓口相談を受け、認定経営革新等支援機関へ繋いだ案件

＊各評価における順序は、都道府県順となっております。

Ａ評価協議会

地区 評価 特徴等

宮城県 Ａ

窓口相談件数は高水準の実績、支援完了件数は、全国トップクラスの実績をあげ
た。支援完了件数では、コロナ禍からの出口支援として、収益力改善支援の割合
が高くなったが、プレ再生支援は高水準、抜本案件、再チャレンジ支援は十分な
実績をあげた。結果、１ランクアップのＡ評価となった。また、経営改善計画策
定支援おける助言支援件数は全国トップクラスの実績をあげ、民間支援専門家の
積極的な育成への取組が行われた点は特筆される。「地域における支援の最大
化」に向けて、東北地区において基幹となる協議会として、引き続き、コロナ禍
からの出口支援を強く意識した、中小企業者への一層の支援強化を期待したい。

群馬県 Ａ

窓口相談件数は高水準の実績をあげた。支援完了件数は、コロナ禍からの出口支
援を強く意識し、プレ再生支援は高水準、抜本案件、再チャレンジ支援は全国
トップクラスの実績をあげた。結果、５期連続のＡ評価となった。また、経営改
善計画策定支援は、利用申請件数が全国トップクラスの実績であること、併せて
助言支援件数も高水準の実績であり、民間支援専門家を積極的に活用、育成して
いる点は特筆される。地域金融機関、信用保証協会、士業団体との連携も継続的
に行い、長年安定した実績を残しており、「地域における支援の最大化」という
点でも全国の模範となる協議会である。

東京都 Ａ

窓口相談件数は全国トップクラスの実績をあげた。支援完了件数は、コロナ禍か
らの出口支援を強く意識した取組により、プレ再生支援、再生支援及び抜本案
件、再チャレンジ支援において、全国トップクラスの実績をあげた。結果、７期
連続のＡ評価となった。また、早期経営改善計画策定支援における助言支援件数
についても高水準の実績をあげており、民間支援専門家の育成への積極的な取組
は特筆される。中小企業者への個別相談会の継続的な実施により直接相談を増や
す取組や、信用保証協会との連携強化など、先進的な取組を継続的に実践し、長
年安定した実績を残しており、「地域における支援の最大化」という点でも全国
の模範となる協議会である。

愛知県 Ａ

事前相談件数、窓口相談件数は全国トップクラスの実績をあげた。支援完了件数
は、コロナ禍からの出口支援を強く意識し、プレ再生支援を含めた再生支援、抜
本案件、再チャレンジ支援は十分な実績をあげた。結果、２期連続のＡ評価と
なった。経営改善計画策定支援は利用申請件数、助言支援件数で全国トップクラ
スの実績、移行案件も高水準の実績をあげており、民間支援専門家の活用、育成
という点で特筆される。また、地域金融機関、関係支援機関との連携強化への積
極的な取組など、「地域における支援の最大化」への取組を実践しており、全国
の模範となる協議会である。
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Ａ評価協議会

地区 評価 特徴等

三重県 Ａ

事前相談件数は全国トップクラス、窓口相談件数は高水準の実績をあげた。支援
完了件数は、コロナ禍からの出口支援として、収益力改善支援の割合が高くなっ
たが、抜本案件、再チャレンジ支援において十分な実績をあげた。結果、３期連
続のＡ評価となった。関係支援機関との連携件数も全国トップクラスの実績であ
り、再チャレンジ支援の推進のための弁護士会との連携強化への取組、信用保証
協会との定期的な連携会議を実施するなど、「地域における支援の最大化」への
取組を実践しており、全国の模範となる協議会である。

京都府 Ａ

窓口相談件数は高水準の実績をあげた。支援完了件数は、コロナ禍からの出口支
援を強く意識した取組により、プレ再生支援は高水準、抜本案件、再チャレンジ
支援は十分な実績をあげた。結果、２期連続のＡ評価となった。信用保証協会、
中小企業診断士協会と連携した勉強会を行うなど外部専門家候補の育成に務めた
ことなど、地域金融機関、士業団体等との連携強化の活動は特筆される。また、
関係支援機関との連携も進んでいること、業務全般にバランス良く運営がなされ
ていることなど、「地域における支援の最大化」への取組を実践しており、全国
の模範となる協議会である。

奈良県 Ａ

窓口相談件数は高水準の実績をあげた。支援完了件数は、コロナ禍からの出口支
援を強く意識した取組により、プレ再生支援、抜本案件は十分な実績、再チャレ
ンジ支援は全国トップクラスの実績をあげた。結果、１ランクアップのＡ評価と
なった。また、経営改善計画策定支援における助言支援件数は全国トップクラス
の実績をあげており、民間支援専門家の育成への積極的取組は特筆される。再
チャレンジ支援の推進のための弁護士ＳＭの積極的な活用、地域金融機関、信用
保証協会との連携も円滑に図られているなど、「地域における支援の最大化」へ
の取組を実践しており、全国の模範となる協議会である。

大阪府 Ａ

窓口相談件数は全国トップクラスの実績をあげた。支援完了件数は、コロナ禍か
らの出口支援を強く意識した取組により、プレ再生支援、再生支援及び抜本案
件、再チャレンジ支援において全国トップクラスの実績をあげた。結果、８期連
続のＡ評価となった。また、経営改善計画策定支援における移行件数及び助言支
援件数についても高水準の実績をあげており、民間支援専門家を積極的に活用、
育成している点は特筆される。地域金融機関、士業団体等との連携強化を継続的
に実施するなどにより、長年安定した実績を残しており、「地域における支援の
最大化」という点でも全国の模範となる協議会である。

兵庫県 Ａ

窓口相談件数は全国トップクラスの実績をあげた。支援完了件数は、コロナ禍か
らの出口支援を強く意識した取組により、プレ再生支援は高水準、抜本案件、再
チャレンジ支援は全国トップクラスの実績をあげた。結果、７期連続のＡ評価と
なった。弁護士等士業団体との継続した関係構築への取組により、民間支援専門
家の育成に注力している点は特筆される。また関係支援機関との連携も進んでお
り、地域金融機関、信用保証協会との継続的な連携強化への取組などを通じ、長
年安定した実績を残しており、「地域における支援の最大化」という点でも全国
の模範となる協議会である。

広島県 Ａ

窓口相談件数は高水準の実績をあげた。支援完了件数は、コロナ禍からの出口支
援を強く意識し、プレ再生支援は高水準、抜本案件、再チャレンジ支援は十分な
実績をあげた。結果、２ランクアップのＡ評価となった。また、経営改善計画策
定支援において、移行件数が全国トップクラス、利用申請件数も高水準の実績で
あり、民間支援専門家を積極的に活用している点は特筆される。経営改善支援セ
ンター統合に伴いＳＭを両事業の兼務とするなど、内部支援体制の整備も積極的
に行っており、「地域における支援の最大化」に向けて、中国地区において基幹
となる協議会として、引き続き、中小企業者への一層の支援強化を期待したい。

25 



Ｂ評価協議会

地区 評価 特徴等

青森県 Ｂ

窓口相談件数は相応の実績をあげた。支援完了件数は、コロナ禍からの出口支援
を強く意識し、プレ再生支援は十分、再チャレンジ支援は相応の実績をあげた。
結果、前年度に引き続きＢ評価となった。経営改善計画策定支援において助言支
援件数が低位であったことは課題である。一方で、地域金融機関や民間支援専門
家に対する「経営支援セミナー」、関係省庁との研修会などへの取組など、広報
活動への積極的な取組は特筆され、中小企業者の多様なニーズに対応した支援の
増加に対する取組など、「地域における支援の最大化」に向けて、適切な支援完
了への一層の取組強化を期待したい。

秋田県 Ｂ

事前相談件数、窓口相談件数は相応の実績をあげた。支援完了件数は、経営改善
計画策定支援への移行件数が高水準の実績であり、コロナ禍からの出口支援にお
いて、民間支援専門家を積極的に活用した。結果、１ランクアップのＢ評価と
なった。その他の支援完了件数では、収益力改善支援の割合が大きく、プレ再生
支援、再生支援など全体的には低位となった。従来より、抜本案件など中小企業
者に寄り添った支援を継続的に行ってきた協議会であり、中小企業者の多様な
ニーズに対応した支援の増加に対する取組など、「地域における支援の最大化」
に向けて、適切な支援完了への一層の取組強化を期待したい。

栃木県 Ｂ

事前相談件数、窓口相談件数は高水準の実績をあげた。支援完了件数は、コロナ
禍からの出口支援を強く意識した取組により、プレ再生支援、抜本案件において
十分な実績、特に再チャレンジ支援、経営改善計画策定支援における移行件数は
全国トップクラスの実績であった。結果、１ランクアップのＢ評価となった。経
営改善計画策定支援において利用申請件数が高水準の実績であることは、民間支
援専門家の積極的な活用として特筆すべきところであるが、併せて助言支援件数
の増加への取組が望まれる。弁護士ＳＭの積極的な活用、診断士協会、信用保証
協協会との継続的な連携強化の取組を通じ、「地域における支援の最大化」に向
けて、中小企業者への適切な支援完了への一層の取組強化を期待したい。

埼玉県 Ｂ

事前相談件数は全国トップクラス、窓口相談件数は高水準の実績をあげた。支援
完了件数は、プレ再生支援は高水準、抜本案件は全国トップクラスの実績をあげ
たが、コロナ禍からの出口支援として、収益力改善支援での割合が高くなった。
結果、前年度に引き続きＢ評価となった。早期経営改善計画策定支援において、
引き続き全国トップクラスの実績、併せて助言支援件数においても十分な実績を
あげていることは特筆される。民間支援専門家の育成にも注力しており、関係支
援機関との連携も強化の上、首都圏の協議会として、「地域における支援の最大
化」に向けて、中小企業者への適切な支援完了への一層の取組強化を期待した
い。

千葉県 Ｂ

窓口相談件数は相応の実績をあげた。支援完了件数は、コロナ禍からの出口支援
を強く意識した取組により、プレ再生支援を含め、再生支援は高水準、抜本案
件、再チャレンジ支援においても十分な実績をあげた。一方で、関係支援機関と
の連携、特によろず支援拠点との連携件数は低位となった。結果、１ランクダウ
ンのＢ評価となった。また、経営改善計画策定支援は、継続的な取組により安定
して高水準の実績をあげているが、それに比して助言支援件数が今一つ伸びな
かった点は課題である。地域金融機関、信用保証協会との関係性も良好であり、
首都圏の協議会として、「地域における支援の最大化」に向けて、中小企業者へ
の適切な支援完了への一層の取組強化を期待したい。
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Ｂ評価協議会

地区 評価 特徴等

静岡県 Ｂ

事前相談件数は高水準、窓口相談件数は相応の実績をあげた。支援完了件数は、
コロナ禍からの出口支援を強く意識した取組により、プレ再生支援、抜本案件、
再チャレンジ支援において十分な実績をあげたが、その他の支援については低位
となった。結果、前年度に引き続きＢ評価となった。早期・経営改善計画策定支
援は高水準の利用申請件数実績をあげており、民間支援専門家の積極的な活用は
特筆されるが、それに比して助言支援件数は低位であり、取組強化が望まれる。
地域金融機関、関係支援機関との連携を引き続き強化することにより、「地域に
おける支援の最大化」に向けて、中小企業者への適切な支援完了への一層の取組
強化を期待したい。

岐阜県 Ｂ

事前相談件数は全国トップクラスの実績、窓口相談件数は高水準の実績をあげ
た。支援完了件数は、プレ再生支援、再チャレンジ支援で十分な実績をあげた
が、他の支援は相応の実績にとどまった。結果、前年度に引き続きＢ評価となっ
た。早期・経営改善計画策定支援においての助言支援件数で高水準の実績をあげ
た点は特筆される。一方で、関係支援機関との連携件数が低位となった点は課題
である。地域性も見据えたサテライト相談会の継続的な開催については、窓口相
談増加に対する取組として評価でき、「地域における支援の最大化」に向けて、
コロナ禍からの出口支援を強く意識した、中小企業者への適切な支援完了への一
層の取組強化を期待したい。

富山県 Ｂ

事前相談件数、窓口相談件数は全国トップクラスの実績、支援完了件数は、再
チャレンジ支援で高水準の実績をあげたが、他の支援は相応の実績にとどまっ
た。結果、前年度に引き続きＢ評価となった。早期・経営改善計画策定支援にお
いての助言支援件数、及び関係支援機関との連携件数が高水準の実績であった点
は特筆される。一方で、外部評価アンケートにおける評点が全般的に低位である
点は課題である。「地域における支援の最大化」に向けて、地域金融機関、信用
保証協会との連携の強化を図り、コロナ禍からの出口支援を強く意識した、中小
企業者への適切な支援完了への一層の取組強化を期待したい。

鳥取県 Ｂ

事前相談件数、窓口相談件数は高水準の実績をあげた。支援完了件数は、プレ再
生支援、再チャレンジ支援は相応の実績をあげたが、コロナ禍からの出口支援と
して、収益力改善支援での割合が高くなっており、その他の支援は窓口支援件数
に比して低位となった。結果、前年度に引き続きＢ評価となった。外部評価アン
ケート評点が全般的に高く、地域金融機関や支援機関、中小企業者への適切な対
応が行われている点は特筆される。一方で、経営改善計画策定支援における助言
支援件数、関係支援機関との連携件数については、取組強化が望まれる。中小企
業者の多様なニーズに対応した支援の増加に対する取組など、「地域における支
援の最大化」に向けて、適切な支援完了への一層の取組強化を期待したい。

島根県 Ｂ

事前相談件数、窓口相談件数は相応の実績をあげた。支援完了件数は、コロナ禍
からの出口支援を強く意識した取組により、抜本案件が全国トップクラス、再
チャレンジ支援が高水準の実績であったが、関係支援機関との連携件数は低位と
なった。結果、前年度に引き続きＢ評価となった。経営改善計画策定支援におい
て、助言支援件数は高水準の実績であり、民間支援専門家の育成強化への取組は
特筆される。窓口相談件数の増加、及び中小企業者の多様なニーズに対応した支
援の増加に対する取組など、「地域における支援の最大化」に向けて、適切な支
援完了への一層の取組強化を期待したい。
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Ｂ評価協議会

地区 評価 特徴等

徳島県 Ｂ

事前相談件数、窓口相談件数は高水準の実績をあげた。支援完了件数は、コロナ
禍からの出口支援として、収益力改善支援での割合が高かったが、抜本案件は十
分な実績をあげた。結果、２ランクアップのＢ評価となった。支店を巻き込んだ
研修会の開催など、地域金融機関に対する積極的な広報活動の取組により相談件
数を伸ばしたこと、外部評価アンケートの評点が全般的に高くなっている点は特
筆される。地域金融機関、関係支援機関との連携を引き続き強化することによ
り、「地域における支援の最大化」に向けて、中小企業者への適切な支援完了へ
の一層の取組強化を期待したい。

香川県 Ｂ

事前相談件数、窓口相談件数は高水準の実績をあげた。支援完了件数は、プレ再
生支援を含めた再生支援、経営改善計画策定支援における移行件数は高水準の実
績をあげた。一方で、同支援に対する助言支援件数、及び関係支援機関との連携
件数については低位となった。結果、１ランクダウンのＢ評価となった。信用保
証協会との連携強化による収益力改善支援増加への取組、コロナ禍からの出口支
援を強く意識した取組は評価できるものであり、「地域における支援の最大化」
に向けて、中小企業者への適切な支援完了への一層の取組強化を期待したい。

愛媛県 Ｂ

事前相談件数、窓口相談件数は全国トップクラスの実績をあげた。支援完了件数
は、抜本案件は十分な実績をあげ、特に、早期・経営改善計画策定支援における
移行件数が高水準の実績であった。また、同支援における助言支援件数について
も全国トップクラスの実績であった。結果、２ランクアップのＢ評価となった。
コロナ禍からの出口支援において民間支援専門家を積極的に活用していること、
関係支援機関との連携が進んでいることは特筆される。一方で、プレ再生支援を
含む再生支援の実績は低位であり、「地域における支援の最大化」に向けて、中
小企業者への適切な支援完了への一層の取組強化を期待したい。

福岡県 Ｂ

窓口相談件数は高水準の実績をあげた。支援完了件数は、プレ再生支援、抜本案
件、再チャレンジ支援は全国トップクラスの実績をあげたが、全体では、コロナ
禍からの出口支援において、収益力改善支援の割合が高くなった。また、事前相
談件数、経営改善計画策定支援においての助言支援件数、関係支援機関との連携
件数の実績が低位となった。結果、１ランクダウンのＢ評価となった。地域金融
機関及び民間支援専門家向けフォーラムの開催、ホームページの積極的活用など
の窓口相談増加への取組など、安定した運営をしている協議会であることは特筆
される。「地域における支援の最大化」に向けて、九州地区において基幹となる
協議会として、引き続き、中小企業者への一層の支援強化を期待したい。

熊本県 Ｂ

事前相談件数、窓口相談件数は高水準の実績をあげた。支援完了件数は、コロナ
禍からの出口支援を強く意識し、プレ再生支援は高水準、再チャレンジ支援は相
応の実績をあげた。結果、前年度に引き続きＢ評価となった。外部評価アンケー
ト評点が全般的に高く、地域金融機関や支援機関、中小企業者への適切な対応が
行われている点は特筆される。一方で、民間支援専門家を活用した経営改善計画
策定支援の増加、併せて、助言支援への取組については強化が望まれる。中小企
業者の多様なニーズに対応した支援の増加に対する取組など、「地域における支
援の最大化」に向けて、適切な支援完了への一層の取組強化を期待したい。
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北海道 Ｃ

窓口相談件数、支援完了件数は高水準の実績であった。支援完了件数は、プレ再
生支援、抜本案件は十分な実績をあげたが、コロナ禍からの出口支援として、収
益力改善支援での割合が高くなっており、その他の支援は全体的に低位となっ
た。結果、前年度に引き続きＣ評価となった。早期経営改善計画策定支援の利用
申請件数は全国トップクラス、併せて、助言支援件数も高水準の実績をあげてい
ることは特筆される。広域な地域に対応するため、人員増強等の内部支援体制整
備に注力しており、引き続き、中小企業者の多様なニーズに対応した支援の増加
に対する取組など、「地域における支援の最大化」に向けて、適切な支援完了へ
のより一層の取組強化を期待したい。

岩手県 Ｃ

窓口相談件数は相応の実績をあげた。支援完了件数は、抜本案件は全国トップク
ラス、再チャレンジ支援は相応の実績であったものの、その他の支援について
は、全体的に低位となった。結果、前年度に引き続きＣ評価となった。経営改善
計画策定支援において助言支援件数が低位となったこと、関係支援機関との連携
が進んでいないこと、また外部評価アンケートでは地域金融機関、支援機関等か
らの評点が低位となったことは課題である。コロナ禍からの出口支援を強く意識
しつつ、中小企業者の多様なニーズに対応した支援の増加に対する取組など、
「地域における支援の最大化」に向けて、適切な支援完了へのより一層の取組強
化を期待したい。

山形県 Ｃ

事前相談件数は全国トップクラスの実績をあげた。支援完了件数は、プレ再生支
援、抜本案件は十分な実績、再チャレンジ支援は相応の実績をあげた。一方で、
事前相談件数の実績に比して、窓口相談件数が低位となったこと、経営改善計画
策定支援において、移行件数及び助言支援件数が低位となったことなどにより、
結果、２ランクダウンのＣ評価となった。関係支援機関、特によろず支援拠点と
の連携強化を積極的に進めていることは特筆される。プレ再生支援を含む再生支
援に積極的に移行するなど、コロナ禍からの出口支援を強く意識した支援に取り
組んでいる点は評価でき、「地域における支援の最大化」に向けて、窓口相談増
加に対する取組など、中小企業者への適切な支援完了へのより一層の取組強化を
期待したい。

福島県 Ｃ

事前相談件数、窓口相談件数は相応の実績をあげた。支援完了件数は、コロナ禍
からの出口支援として、収益力改善支援での割合が高くなっており、プレ再生支
援、抜本案件は十分な実績をあげたが、その他の支援は全体的に低位となった。
結果、前年度に引き続きＣ評価となった。経営改善計画策定支援では、利用申請
件数は高水準の実績であり、民間支援専門家の活用は評価できる。一方で、助言
支援件数が極めて低位となったこと、関係支援機関との連携が進んでいないこ
と、外部評価アンケートで、協議会利用の中小企業者からの評点が低位となった
点は課題である。中小企業者の多様なニーズに対応した支援の増加に対する取組
など、「地域における支援の最大化」に向けて、適切な支援完了へのより一層の
取組強化を期待したい。

茨城県 Ｃ

窓口相談件数は高水準の実績をあげた。支援完了件数は、プレ再生支援、再チャ
レンジ支援において十分な実績、経営改善計画策定支援において、移行件数は高
水準の実績をあげた。結果、１ランクアップのＣ評価となった。早期・経営改善
計画策定支援の利用申請件数は高水準の実績をあげており、民間支援専門家の積
極活用については特筆されるが、それに比して、助言支援件数が低位となったこ
とは課題である。支援完了件数では、窓口相談に比して前記以外の支援完了が全
体的に低位となっており、コロナ禍からの出口支援を強く意識しつつ、中小企業
者の多様なニーズに対応した支援の増加に対する取組など、「地域における支援
の最大化」に向けて、適切な支援完了へのより一層の取組強化を期待したい。
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神奈川県 Ｃ

事前相談件数は高水準、窓口相談件数は相応の実績をあげた。支援完了件数は、
プレ再生支援は高水準、抜本案件、再チャレンジ支援において十分な実績をあげ
たが、窓口相談件数に比して、その他の支援については低位となった。結果、１
ランクダウンのＣ評価となった。早期・経営改善計画策定支援の利用申請件数、
及び助言支援件数は高水準の実績をあげており、民間支援専門家の活用、育成へ
の積極的な取組については特筆される。一方で、外部評価アンケートの評点が全
般的に低位となった点は課題である。首都圏の協議会として、人員の増強等、内
部支援体制整備の検討も必要である。コロナ禍からの出口支援、「地域における
支援の最大化」に向けて、中小企業者への適切な支援完了へのより一層の取組強
化を期待したい。

新潟県 Ｃ

事前相談件数、窓口相談件数は相応の実績をあげた。支援完了件数は、プレ再生
支援、再チャレンジ支援において十分な実績をあげたが、その他の支援は全体的
に低位となった。結果、１ランクダウンのＣ評価となった。関係支援機関、信用
保証協会との継続した連携への取組により、特によろず支援拠点との連携件数、
及び経営改善計画策定支援の利用申請件数について、全国トップクラスの実績を
あげていることは特筆される。コロナ禍からの出口支援を強く意識しつつ、中小
企業者の多様なニーズに対応した支援の増加に対する取組など、「地域における
支援の最大化」に向けて、適切な支援完了へのより一層の取組強化を期待した
い。

山梨県 Ｃ

窓口相談件数は十分な実績をあげた。支援完了件数は、コロナ禍からの出口支援
として、収益力改善支援での割合が高くなっており、その他の支援は全体的に低
位となった。結果、前年度に引き続きＣ評価となった。外部評価アンケートの評
点が全般的に高くなっていること、また、関係支援機関との連携件数は全国トッ
プクラスの実績をあげている点は評価できる。中小企業者の多様なニーズに対応
した支援の増加に対する取組など、「地域における支援の最大化」に向けて、適
切な支援完了へのより一層の取組強化を期待したい。

石川県 Ｃ

事前相談件数、窓口相談件数は相応の実績をあげた。支援完了件数は、プレ再生
支援、抜本案件は十分な実績をあげたが、その他の支援については全体的に低位
となった。結果、前年度に引き続きＣ評価となった。外部評価アンケートで、協
議会利用の中小企業者からの評点が高かったこと、経営改善計画策定支援におい
て、移行件数が全国トップクラスの実績をあげた点は評価できる。一方で、関係
支援機関との連携への取組強化については課題である。弁護士等士業団体等との
積極的な連携は特筆され、これらを通じ、コロナ禍からの出口支援を強く意識し
つつ、中小企業者の多様なニーズに対応した支援の増加に対する取組など、「地
域における支援の最大化」に向けて、適切な支援完了へのより一層の取組強化を
期待したい。

福井県 Ｃ

事前相談件数、窓口相談件数は相応の実績をあげた。支援完了件数は、抜本案件
は十分な実績、プレ再生支援、再チャレンジ支援は相応の実績をあげた。一方
で、経営改善計画策定支援における移行件数、助言支援件数は低位、関係支援機
関との連携件数についても低位となった。結果、１ランクダウンのＣ評価となっ
た。弁護士等士業団体との連携を図り、民間支援専門家の積極的な育成への取組
については評価できる。外部評価アンケートの評点が、協議会利用の中小企業者
からの評価が低い点は引き続きの課題であり、コロナ禍からの出口支援を強く意
識し、「地域における支援の最大化」に向けて、中小企業者への適切な支援完了
へのより一層の取組強化、ならびに更なるスキルアップを期待したい。
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滋賀県 Ｃ

窓口相談件数は相応の実績をあげた。支援完了件数は、プレ再生支援、再チャレ
ンジ支援は十分な実績をあげた。一方で、経営改善計画策定支援における助言支
援件数は低位となった。結果、１ランクダウンのＣ評価となった。地域金融機関
との連携をより一層強化し、コロナ禍からの出口支援へ積極的に対応していく取
組については評価できる。関係支援機関との連携をさらに強化することにより、
中小企業者の多様なニーズに対応した支援の増加に対する取組など、「地域にお
ける支援の最大化」に向けて、適切な支援完了へのより一層の取組強化を期待し
たい。

岡山県 Ｃ

事前相談件数は高水準、窓口相談件数は十分な実績をあげた。支援完了件数は、
プレ再生支援において十分な実績をあげたが、コロナ禍からの出口支援として、
収益力改善支援での割合が高くなっており、その他の支援は全体的に低位となっ
た。結果、１ランクダウンのＣ評価となった。早期・経営改善計画策定支援に対
する助言支援件数は高水準の実績をあげていることは特筆される。一方で、関係
支援機関との連携が進んでいない点は課題である。窓口相談に比して支援完了件
数が低位であり、中小企業者の多様なニーズに対応した支援の増加に対する取組
など、「地域における支援の最大化」に向けて、適切な支援完了へのより一層の
取組強化を期待したい。

佐賀県 Ｃ

事前相談件数、窓口相談件数は高水準の実績をあげた。支援完了件数は、コロナ
禍からの出口支援として、収益力改善支援での割合が高くなっており、その他の
支援は全体的に低位となった。一方で、経営改善計画策定支援に対する助言支援
件数は高水準の実績であり、民間支援専門家の育成に対する積極的な取組を行っ
た。結果、１ランクアップのＣ評価となった。外部評価アンケートの評点が全般
的に低位、特に、地域金融機関、支援機関等からの評価が低かったこと、関係支
援機関との連携が進んでいないことは課題である。中小企業者の多様なニーズに
対応した支援の増加に対する取組など、「地域における支援の最大化」に向け
て、適切な支援完了へのより一層の取組強化を期待したい。

長崎県 Ｃ

事前相談件数、窓口相談件数は高水準の実績をあげた。支援完了件数は、抜本案
件は十分な実績をあげたが、その他の支援については、窓口相談件数に比して、
全体的に低位となった。結果、１ランクダウンのＣ評価となった。外部評価アン
ケートにおいて、地域金融機関、支援機関等からの評点が高かったことは評価で
きる。一方で、経営改善計画策定支援において助言支援件数が低位となったこ
と、また、関係支援機関との連携が進んでいないことは課題である。コロナ禍か
らの出口支援を強く意識しつつ、中小企業者の多様なニーズに対応した支援の増
加に対する取組など、「地域における支援の最大化」に向けて、適切な支援完了
へのより一層の取組強化を期待したい。

宮崎県 Ｃ

事前相談件数、窓口相談件数は相応の実績をあげた。支援完了件数は、プレ再生
支援で相応の実績をあげた。また、経営改善計画策定支援において、移行件数に
て高水準の実績あげ、コロナ禍からの出口支援において民間支援専門家を積極的
に活用したが、同支援に対する助言支援件数は低位となった。結果、１ランクダ
ウンのＣ評価となった。信用保証協会との連携を積極的に図っている点は評価で
きる一方で、関係支援機関との連携が進んでいない点は課題である。「地域にお
ける支援の最大化」に向けて、中小企業者への適切な支援完了へのより一層の取
組強化を期待したい。
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鹿児島県 Ｃ

窓口相談件数は高水準の実績をあげた。支援完了件数は、コロナ禍からの出口支
援として、収益力改善支援での割合が高くなっており、経営改善計画策定支援に
おいて、移行件数にて高水準の実績あげたが、窓口相談件数に比して、その他の
支援については全体的に低位となった。結果、前年度に引き続きＣ評価となっ
た。早期・経営改善計画策定支援については、高水準の利用申請件数実績であっ
たことは評価できるが、関係支援機関との連携が進んでいない点は課題である。
人員の増強等、内部支援体制整備の検討、中小企業者の多様なニーズに対応した
支援の増加に対する取組など、「地域における支援の最大化」に向けて、適切な
支援完了へのより一層の取組強化を期待したい。

沖縄県 Ｃ

窓口相談件数は相応の実績をあげた。支援完了件数は、再生支援は相応の実績を
あげたものの、コロナ禍からの出口支援として、その他の支援は全体的に低位と
なった。結果、前年度に引き続きＣ評価となった。経営改善計画策定支援におけ
る助言支援件数、関係支援機関との連携件数が高水準の実績であったことは評価
できる。一方で、外部評価アンケートで、地域金融機関、支援機関等からの評点
が低位となった点は課題である。弁護士ＳＭの活用による再チャレンジ支援な
ど、中小企業者の多様なニーズに対応した支援の増加に対する取組など、「地域
における支援の最大化」に向けて、適切な支援完了へのより一層の取組強化を期
待したい。
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Ｄ評価協議会

地区 評価 特徴等

長野県 Ｄ

事前相談件数、窓口相談件数は相応の実績をあげた。支援完了件数は、プレ再生
支援、抜本案件では十分な実績をあげたが、コロナ禍からの出口支援として、収
益力改善支援での割合が高くなっており、その他の支援については、全体的に低
位となった。結果、２ランクダウンのＤ評価となった。経営改善計画策定支援に
おいて、利用申請件数は高水準の実績であったが、それに比して、助言支援件数
が低位となったこと、再チャレンジ支援の実績が低位となったことは課題であ
る。外部評価アンケートの評点では、金融機関、支援機関等からの評価が高く、
円滑な支援ネットワークが構築された地域であり、「地域における支援の最大
化」に向けて、中小企業者への適切な支援完了へのより一層の取組強化が望まれ
る。

和歌山県 Ｄ

窓口相談件数は相応の実績をあげた。支援完了件数は、コロナ禍からの出口支援
として、収益力改善支援での割合が極めて高くなっており、窓口相談件数に比し
て、その他の支援については、全体的に低位となった。結果、前年度に引き続き
Ｄ評価となった。経営改善計画策定支援において、利用申請件数及び助言支援件
数は高水準であったものの、関係支援機関との連携が進んでいないことは課題で
ある。２期連続でのＤ評価であり、「地域における支援の最大化」に向けて、中
小企業者の多様なニーズに対応した適切な支援完了への取組強化が可能となるよ
うに、スキルアップの方策など、協議会の体制面も含めた再検討が必須である。

山口県 Ｄ

事前相談件数は相応の実績をあげたが、窓口相談件数は低位となった。支援完了
件数は、抜本案件では十分な実績をあげたが、コロナ禍からの出口支援として
は、収益力改善支援での割合が高くなっており、その他の支援については、全体
的に低位となった。結果、１ランクダウンのＤ評価となった。経営改善計画策定
支援に対する助言支援件数が低位であること、関係支援機関との連携が進んでい
ないことは課題である。「地域における支援の最大化」に向けて、中小企業者の
多様なニーズに対応した適切な支援完了への取組強化が可能となるように、協議
会の体制面も含めた再検討が必須である。

高知県 Ｄ

事前相談件数、窓口相談件数は相応の実績をあげた。支援完了件数は、コロナ禍
からの出口支援としては、収益力改善支援での割合が高くなっており、その他の
支援については、全体的に低位となった。結果、前年度に引き続きＤ評価となっ
た。経営改善計画策定支援に対する助言支援件数が極めて低位であること、ま
た、関係支援機関との連携が進んでいないことも課題である。２期連続でのＤ評
価であり、「地域における支援の最大化」に向けて、中小企業者の多様なニーズ
に対応した適切な支援完了への取組強化が可能となるように、協議会の体制面も
含めた再検討が必須である。

大分県 Ｄ

事前相談件数、窓口相談件数は相応の実績をあげた。支援完了件数は、抜本案件
では十分な実績をあげたが、コロナ禍からの出口支援としては、収益力改善支援
での割合が高くなっており、その他の支援ついては、全体的に低位となった。結
果、前年度に引き続きＤ評価となった。経営改善計画策定支援に対する助言支援
件数が低位であること、また、関係支援機関との連携が進んでいないことも課題
である。２期連続でのＤ評価であり、「地域における支援の最大化」に向けて、
中小企業者の多様なニーズに対応した適切な支援完了への取組強化が可能となる
ように、協議会の体制面も含めた再検討が必須である。
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